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広報きこない

と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
「
国
の
教
育
ロ
ー

ン
」
で
検
索
し
て
い
た
だ
く
か
、
下

記
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
▼
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ま
た
は
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自
動
車
税
種
別
割
は
、
４
月
１
日

現
在
の
登
録
に
基
づ
い
て
課
税
さ
れ

る
税
金
で
す
。

■
引
っ
越
し
で
住
所
が
変
わ
っ
た
と

き
な
ど
は
、
運
輸
支
局
で
変
更
登
録

を
し
て
く
だ
さ
い
。

次
の
場
合
は
運
輸
支
局
で
登
録
手
続

き
が
必
要
で
す
。

・
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き

（
変
更
登
録
）

・
自
動
車
を
売
買
し
た
と
き

（
移
転
登
録
）

・
自
動
車
を
使
用
し
な
く
な
っ
た
と

き
（
抹
消
登
録
）

令
和
５
年
度
の
自
動
車
税
種
別
割
納

税
通
知
書
を
確
実
に
お
届
け
す
る
た

め
に
、
３
月
中
に
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

■
変
更
登
録
が
間
に
合
わ
な
い
と
き

は
…

道
税
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
自
動
車
税

種
別
割
住
所
変
更
手
続
」
か
ら
納
税

通
知
書
の
送
付
先
の
変
更
を
し
て
く

だ
さ
い
。

 

北
海
道　

自
動
車
税　

住
所
変
更 

で
検
索

お
問
い
合
わ
せ
▼

札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税
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生
活
保
護
は
、
収
入
や
資
産
が
国

で
定
め
た
基
準
に
満
た
な
い
場
合
に

受
け
ら
れ
る
制
度
で
す
。

　

病
気
や
高
齢
で
働
け
な
く
な
る
な

ど
、
生
活
し
て
い
く
上
で
、
生
活
保

護
を
必
要
と
す
る
可
能
性
は
ど
な
た

に
も
あ
る
も
の
で
す
。

　

持
ち
家
が
あ
る
方
で
も
、
働
い
て

い
る
方
で
も
生
活
保
護
を
受
け
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
お
困
り
の
場

合
は
た
め
ら
わ
ず
、
お
近
く
の
民
生

委
員
や
役
場
町
民
課
ま
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
▼
町
民
課
住
民
グ

ル
ー
プ
（
福
祉
年
金
担
当
）
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町
で
土
木
（
上
下
水
道
）
技
術
業

務
及
び
一
般
行
政
事
務
に
従
事
す
る

職
員
を
募
集
し
ま
す
。

採
用
日
▼
応
募
者
と
調
整
の
う
え
、

決
定

採
用
人
員
▼
１
名

試
験
内
容
▼
小
論
文
試
験
、
面
接
試

験　

※
試
験
日
は
応
募
者
と
調
整

職
務
内
容
▼
土
木
（
上
下
水
道
）
技

術
業
務
及
び
一
般
行
政
事
務

年
齢
要
件
▼
平
成
５
年
4
月
2
日
～

平
成
17
年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
者
（
１
９
９
３
年
４
月
２
日
～

２
０
０
５
年
４
月
１
日
）

応
募
資
格
▼
土
木
の
学
科
又
は
こ
れ

に
類
す
る
学
科
を
履
修
し
卒
業
し
た

者
若
し
く
は
卒
業
見
込
の
者
な
ど　

応
募
締
切
▼
随
時
募
集
（
採
用
充
足

次
第
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
）

お
問
い
合
わ
せ
▼
総
務
課
総
務
財
政

グ
ル
ー
プ
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２
月
の
税
金
等
の
納
期

２
月
の
税
金
等
の
納
期

国
民
健
康
保
険
税
（
普
通
徴
収
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
９
期

介
護
保
険
料
（
普
通
徴
収
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
５
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

（
普
通
徴
収
）
第
８
期

国 保 病 院国 保 病 院
２月の予定２月の予定

診　療　日
○耳鼻科診療日
　８日・22日
　受付　12：00～
　診療　14：00～16：00
○眼科診療日
　14日・28日
　受付　８：30～
　　　　12：00～
　診療　９：00～16：00
○婦人科診療日
　14日・28日
　受付　12：00～
　診療　13：30～16：00
○泌尿器科診療日
　２日・９日・16日
　受付　12：00～
　診療　14：00～16：00
○小児科診療日
　７日・14日・21日・28日
　受付　12：00～
　診療　13：30～16：30
○土曜開院日
＜内科＞（出張医の診療）
　25日
　診療　９：00～11：40
○救急診療
　全日救急診療を行って
います。
○特定健診（予約制）
＜個人＞
　随時受け付けています。
○禁煙外来（予約制）
　現在受付を中止してお
ります。

問い合わせは国保病院
（☎２－２０７９）まで

有
料
広
告

ΈσȜίγȜθ!͈࿐

木古内町本町704　☎2－3335

認知症と診断された方が入居でき
ます。居室は約10畳の個室で、浴
室は個浴に対応しています。看護
師、介護福祉士等の職員が24時間
生活のお世話をいたします。

ΟͼȜΫΑ!͈࿐

木古内町本町52-1  ☎2－2233

通っていただき入浴や、昼食、ゲ
ームやレクリエーション、カラオ
ケ、体操などで楽しい時間を過ご
していただきます。ご自宅まで送
迎します。

̯̩ͣ

木古内町木古内186-10　☎6－7072
職員募集中です。職種：看護職員、介護職員、ケアマネージャー

普段は通所で入浴や、食事、ゲー
ムやレクリエーションなどを楽し
んでいただき、ご家族の急用など
必要な時には宿泊や訪問介護も利
用できます。
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自
動
車
税
種
別
割
の

住
所
変
更
を
お
忘
れ
な
く

生
活
保
護
の
申
請
は

国
民
の
権
利
で
す

木
古
内
町｢

土
木
技
術
職
員｣

の
募
集
に
つ
い
て


